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【開会＝午前９時５８分】  
 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。本日の

委員会に傍聴の申し出があります。委員長においてこれを

許可したいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日の審議事項はお手元に配布した通りであります。ま

ず、１２月定例会についての協議を行います。市長提出案

件について執行部から説明願います。総務部長お願いいた

します。 

 

本日、副市長のほう体調不良ですので私の方でご説明さ

せていただきます。 

それでは、令和４年１１月３０日開会の第５回羽島市議

会定例会におきまして、審議をお願いする付議案件につい

てご説明申し上げます。付議する案件の内訳は専決処分の

報告等が３件、条例の制定及び一部改正が７件、指定管理

者の指定が１１件、令和４年度補正予算が１件、財産の処

分が１件、市道路線の認定が１件、以上２４件となってお

ります。それでは順次説明させていただきます。 

まず、議案書の 1 ページをお願いいたします。議案書１

ページ「報第９号 専決処分の報告について」でございます。

令和４年７月２０日午前８時５０分ごろ、羽島市上中町長

間字沼２５０４番１地先の道路上の穴により、西進してい

ました自動車の左側の前タイヤ及びホイールに損傷を与え

ました。これに対する損害賠償の額を、専決処分により定

めましたので報告するものでございます。損害賠償の額は

３万９９８４円で損害賠償の相手方は羽島市在住の個人と

なっております。 

次に２ページの方をお願いいたします。「承第８号 専決

処分の報告並びにその承認について」でございます。３ペ

ージの「専第１１号 令和４年度羽島市一般会計補正予算

（第８号）」について、１０月３１日に専決処分をいたしま

したので報告し、承認を求めるものでございます。歳入歳

出予算に１億６８８５万円を追加し、総額を２５０億７６

６５万８０００円としたものでございます。補正内容とい

たしましては、物価高騰対策支援事業、それから岐阜県子

育て世帯負担軽減給付金給付事業及び病院事業会計補助金

等となっております。物価高騰対策支援事業と申しますの

は、障害福祉、それから介護福祉、保育施設、医療機関、

こういった関係の事業者に対しまして、３万円から５０万

円の支援を行うといったものでございます。また、岐阜県
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子育て世帯負担軽減給付金給付事業につきましては、高校

３年生までのお子様を持つ世帯に対しまして、１世帯当た

り１万５０００円を給付するといったものでございます。

財源といたしましては、県の補助金及び基金繰入金等を充

てたものでございます。 

次に、１１ページをお願いいたします。この１１ページ

につきましては、「承第９号 専決処分の報告並びにその承

認について」でございます。１２ページの「専第１２号 令

和４年度羽島市病院事業会計補正予算（第３号）」につきま

して、１０月３１日に専決処分いたしましたので報告し、

承認を求めるものでございます。収益的収入に２６８９万

５０００円を追加したもので、補正内容といたしましては、

エネルギー高騰支援に係る新型コロナウイルス感染症対応

補助金となっております。 

次に、２１ページをお願いいたします。２１ページにつ

きましては「議第６２号 羽島市議会議員及び羽島市長の選

挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関す

る条例の一部を改正する条例について」でございます。公

職選挙法施行令の一部を改正する政令の公布に伴いまし

て、条例の一部を改正するといったものでございます。改

正内容といたしましては、物価の変動、また消費税の増税

等を踏まえまして、選挙運動費用の公費負担の上限額を引

き上げる政令改正が行われたことに伴いまして、現在１枚

当たり５２５円６銭を公費負担としております選挙運動用

ポスターの印刷費につきまして、政令と同額の１枚当たり

５４１円３１銭とするものでございます。この条例は公布

の日から施行するものでございます。この公費負担の対象

となるポスターの関係につきましては、１１９カ所の公営

掲示場に掲載するポスターが対象となっております。 

次に、２３ページをお願いいたします。２３ページは「議

第６３号 羽島市議会議員及び羽島市長の選挙におけるビ

ラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につい

て」でございます。公職選挙法施行令の一部を改正する政

令の交付に伴いまして、条例の一部を改正するものでござ

います。改正内容といたしましては、先ほどの選挙運動用

ポスターの印刷費の改定と同じ理由でございます。現在、

１枚当たり７円５１銭を公費負担としております選挙運動

用ビラの作成費につきまして、新たに政令と同額の１枚当

たり７円７３銭とするものでございます。この条例は公布

の日から施行するものでございます。ビラの枚数につきま

しては、市長が１万６０００枚まで、議員さんにおかれま



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しては４０００枚までというふうに規定されております。 

次に、２６ページをお願いいたします。２６ページは「議

第６４号 羽島市個人情報の保護に関する法律施行条例に

ついて」でございます。デジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律の公布に伴いまして、条例を

制定するものでございます。まず、条例制定の背景につい

てでございますが、現在、地方公共団体の個人情報保護条

例におきましては、規程、運用にそれぞれの団体ごとに相

違がございまして、このことがデジタル社会進展のための

データ流通に支障をきたしておりますことから、国におき

まして個人情報に係る全国的な共通ルールを法律で規定し

ております。法律の施行後、地方公共団体は法律に基づき

まして個人情報の運用を行うこととなりますが、一部条例

に委任される事項がございますため、現行の個人情報保護

条例を廃止いたしまして、法律の施行条例を定めるもので

ございます。それでは、別冊の議案要綱の１ページをお願

いいたします。こちらですが、まず２の開示請求にかかる

手数料についてでございますが、この関係につきましては、

現在本市におきましては開示請求に係る手数料を無料とし

ており、写しの交付に要するコピー代などの費用のみ実費

弁償という形で請求者負担としております。この関係につ

きましては、今後も引き続きまして同様となるように手数

料を無料としたいと、そういった規定となっております。

それから、３の開示決定等の期限につきましては、法律に

おきましては保有個人情報の開示決定などを開示請求があ

りました日から３０日以内にすることとなっております。

ただし、本市におきましては、現行条例の規定と同様に１

４日以内とすることについて規定するものでございます。

次に、４の審査会への諮問についてでございますが、専門

的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認め

られる場合には羽島市個人情報保護審査会に諮問できる旨

を規定しております。この条例は令和５年４月１日から施

行し、所要の経過規定を設けるものでございます。また、

この条例の施行に伴いまして、整理が必要な関係条例の一

部を改正しております。 

次に３３ページをお願いいたします。「議第６５号 羽島

市個人情報保護審査会条例について」でございますが、こ

ちらに関しましてはデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律の公布に伴い条例を制定するもの

でございます。条例制定の理由といたしましては、先ほど

の議案で説明した通り、羽島市個人情報保護審査会につい
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て規定しております現行の個人情報保護条例が廃止されま

すことから、新たに審査会条例を制定するものでございま

す。それでは、この関係につきましても議案要綱の２ペー

ジの方をお願いいたします。議案要綱の２ページですけれ

ども、審査会が行う事務につきましては、１の設置のア及

びイの通り、市の機関等からの諮問に応じて保有個人情報

の開示決定等に係る審査請求について調査審議すること及

び市の機関からの諮問に応じ、個人情報の適正な取り扱い

について調査審議することとなっております。その他、審

査会の組織及び調査審議の手続き等につきまして規定して

おります。この条例は一部の規定を除きまして令和５年４

月１日から施行し、所要の経過規定を設けるものでござい

ます。 

次に、議案書の３８ページをお願いいたします。「議第６

６号 羽島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について」でございます。国家公務員の一般職の職員の

給与に係る令和４年８月の人事院勧告を踏まえまして、条

例の一部を改正するものでございます。こちらの方も議案

要項の３ページの方をお開きください。議案要綱３ページ

でございますけれども、第１ 羽島市職員の給与に関する条

例の一部改正につきましては、１つ目は給料表の改定を行

うもので、特に若年層、概ね３０代の半ばあたりまでに当

たりますが、こういった若年層の一般職員が在職いたしま

す。号級の給料月額を引き上げるといったものでございま

す。２つ目は勤勉手当の改定でございまして、一般職員等

の令和４年度１２月期の支給割合を０．１カ月分引き上げ

るとともに、令和５年度以降の６月及び１２月の支給割合

を同じ割合にするといったものでございます。その他、第

２におきまして、常勤の特別職職員の期末手当、こちら特

別職に関しましては勤勉手当がなく、全て期末手当にて支

給しておりますので、この期末手当を年間０．１カ月分、

増額するといった改定をするとともに、第３において特定

任期付職員の給料表及び期末手当についても改定するもの

でございます。この条例は一部の規定を除きまして公布の

日から施行するものでございます。なお、この条例の改正

につきましては、同じく常勤の特別職の期末手当の改定が

認められれば、議員の皆様方の期末手当についても準用し

ておりますので、０．１か月分引き上げられると、そうい

ったこととなっております。 

次に、議案書の方ですが、６０ページをお願いいたしま

す。「議第６７号 羽島市職員の定年等に関する条例等の一
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部を改正する条例について」でございます。地方公務員法

の一部を改正する法律の公布に伴いまして、条例の一部を

改正するものでございます。この関係につきましても要綱

の方の４ページをお願いいたします。こちらですが、まず

第１の羽島市職員の定年等に関する条例の一部改正につき

ましては、職員の定年を６０歳から６５歳までに２年ごと

に１歳ずつ段階的に引き上げて参ります。また、管理職の

職員は原則として６０歳に達した日の翌日から同日以降に

おける最初の４月１日までの間に管理職以外の職に降任ま

たは転任させるという、いわゆる役職定年についての規定

がございます。次に、さらに６０歳に達した日以後、定年

前に退職した職員につきましては、本人の希望によりまし

て、短時間勤務の職を選ぶことができると、そういった規

定もございます。次に、第２の羽島職員の給与に関する条

例の一部改正におきましては、当分の間、職員の給料月額

は原則として６０歳に達した日後における最初の４月１日

以後、当該職員に適用される給料表の職務の級及び号級に

応じた額の７割とするということで、６０歳を過ぎるとそ

れまで支給されていた給与のおおむね７割の給料となると

いった規定でございます。その他、今回の制度改正に伴い

まして、整理が必要な関係条例の一部を改正しております。

この条例は一部の規定を除きまして、令和５年４月１日か

ら施行し、所要の経過規定を設けるものでございます。 

それでは議案書の方に戻りまして、１０８ページの方を

お願いいたします。議案書１０８ページですが、「議第６８

号 羽島市税等における督促手数料の廃止に伴う関係条例

の整備に関する条例について」でございます。これは市税

等における督促手数料を廃止することに伴う条例を制定す

るというものでございます。改正内容といたしましては、

令和５年４月以降、指定金融機関等の窓口におきまして、

これまで１通あたり１００円といった督促手数料を加算し

て受領しておりましたが、そういった督促手数料を加算し

て受け付ける措置が令和５年４月１日以降、金融機関で措

置を取らなくなります。そのことによって、税金等の納付

書の額面の額そのものしか受け取らないこととなりまし

た。そのため、このままの状態にしておりますと督促手数

料のみの滞納が発生し、滞納処分事務などの増加が見込ま

れることとなりますことから、この機会を捉えまして督促

手数料を廃止するといったものでございます。この条例は

令和５年４月１日から施行し、所要の経過規定を設けるも

のでございます。なお、督促手数料の徴収につきましては
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この条例が成立いたしますと行わないことになりますが、

督促状そのものは税法で発送することが義務付けられてお

りますので、発送は引き続き行って参ります。 

次に１１６ページの方をお願いいたします。当該ページ

の１１６ページですが当該ページの「議題６９号 羽島市足

近コミュニティセンターの指定管理の指定について」から

１２６ページの議第７９号まで、この１１件につきまして

は、各施設の指定管理者を指定することについて、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、議会の議

決を求めるものでございます。指定する団体は各施設がご

ざいます地域のコミュニティセンター協議会で、指定の期

間は令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年

間となっております。 

 

次に議案書１２７ページをお願いいたします。議案書１

２７ページですが、「議第８０号 令和４年度羽島市一般会

計補正予算（第９号）」についてでございます。歳入歳出予

算に３４６３万６０００円を追加し、総額を２５１億１１

２９万４０００円とするものでございます。補正内容につ

きましては、給食費負担軽減補助事業及び給食事業費の財

源振替となっております。この給食費負担軽減補助事業に

つきましては、保育園児や幼稚園児を対象といたしまして

令和５年の１月から３月までの給食費を補助するものでご

ざいます。また、給食事業費の財源振替につきましては、

小学校や中学校などの学校給食に関する給食費につきまし

て、これも令和５年の１月から３月まで無償となるよう、

財源振り替えを行うといったものでございます。財源とい

たしましては基金繰入金を充てるものとなっております。

併せて債務負担行為の補正もお願いするものでございま

す。 

次に、１３４ページをお願いいたします。「議第８１号 財

産の処分について」でございますが、この関係は先般の全

員協議会でも既にご報告させていただいておりますが、市

所有の土地を処分したいので羽島市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

よりまして、議会の議決にを求めるものでございます。処

分する土地は羽島市民プール跡地で羽島市堀津町須賀南１

丁目７１番２及び同７２番２、面積の合計は９８５５．８

５平米となっております。処分価格は２億５７００万円、

処分の相手方は羽島市上中町一色４６７番地１、日興製薬

株式会社となっております。この日興製薬株式会社におけ
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原委員長 

 

 

 

 

議会事務局長 

 

 

 

原委員長 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

るこの土地の利用目的といたしましては、製薬会社として

の原料、それから資材の保管また製品の出荷作業用として

自社用の倉庫を建築したいと、そういったことから土地を

取得されるというものでございます。 

次に１３５ページをお願いいたします。「議第８２号 市

道路線の認定について」でございます。道路法第８条第２

項の規定によりまして、１３６ページの通り、狐穴小堤５

号線他曲利、平方などの３路線について市道路線の認定を

お願いするというものです。いずれも宅地開発に伴う認定

交付でございます。 

以上、今定例会におきまして審議をお願いする付議議案

について、その概略を説明させていただきました。なお、

承第８号、承第９号、議第８０号の３件につきましては、

議会初日での承認及び議決をお願いしたいと考えておりま

す。また、初日にこれらの議決等をいただけましたら、引

き続き追加案件といたしまして、補正予算に係る議案を提

出させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。ただいまの説明に対して何か

ありますか。 

 

（発言なし） 

 

続いて、初日３０日の追加議案について、引き続き執行

部から説明願ってもよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

事務局からお願いがございます。追加議案につきまして

は議場で配布いたしますので、この会議終了後、回収させ

ていただきます。メモ等は別の紙にてお願いいたします。 

 

では総務部長お願いいたします。 

 

それでは、議会初日に追加で提出させていただきたい議

案についてご説明させていただきます。追加議案書の方を

お願いいたします。 

まず、１ページでございますが、「議第８３号 令和４年

度羽島市一般会計補正予算（第１０号）」についてでござい

ます。歳入歳出予算に３億２７８２万円を追加し、総額を

２５４億３９１１万４０００円とするものでございます。
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補正内容につきましては、職員人件費、訓練等給付費、福

祉医療費助成事業等となっております。職員人件費に関し

ましては、先ほどの条例改正でご説明させていただいた通

り、人事院勧告への対応に伴う補正等を含め、職員異動に

関する人件費補正となっております。財源といたしまして

は国庫負担金及び財産売払収入等を充てるものでございま

す。併せて繰越明許、債務負担行為及び地方債の補正をお

願いするものでございます。 

次に、追加議案書の４４ページをお願いいたします。「議

第８４号 令和４年度羽島市介護保険特別会計補正予算（第

２号）」についてでございます。歳入歳出予算に２５４万２

０００円を追加し、総額を５７億７２６５万３０００円と

するものでございます。補正内容につきましては、配食サ

ービスに係る任意事業についてでございます。この関係に

つきましては、この配食サービスを利用される利用者が１

６％程増加しておりまして、これに対応するための補正予

算となっております。財源といたしましては、国庫補助金

及び県補助金等を充てるものとなっております。 

次に、４９ページをお願いいたします。「議第８５号 令

和４年度羽島市病院事業会計補正予算（第４号）」について

です。収益的収入に１５８万４０００円、支出に１２２万

６０００円をそれぞれ追加するものでございます。補正内

容につきましては、収入には寄附をいただいた防犯カメラ

８台分の相当額とその運用にかかります電気料金１０年分

の見込み額を加えるものでございます。支出には防犯カメ

ラ８台分の相当額とその運用にかかる当年度分の電気料金

見込み額を加えるといったものでございます。 

次に５８ページをお願いいたします。「議第８６号 令和

４年度羽島市水道事業会計補正予算（第１号）」についてで

ございます。収益的収入に１９万２０００円、支出に３２

４８万４０００円をそれぞれ追加するものでございます。

補正内容につきましては、収入には寄附をいただいており

ます防犯カメラの運用に係る電気料金１０年分の見込み額

を加えるものでございます。支出には電気料金が値上がり

していることに伴います予算不足分の電気料金見込み額を

加えるものといったものでございます。 

次に、６８ページをお願いいたします。「議第８７号 令

和４年度羽島市下水道事業会計補正予算（第１号）」につい

てでございますが、収益的収入に１３０４万８０００円、

支出に１９９３万３０００円をそれぞれ追加するものでご

ざいます。補正内容につきましては、収入には一般会計か
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議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原委員長 

 

議会事務局長 

 

らの繰入及び寄附をいただいております防犯カメラの運用

に係る電気料金１０年分の見込み額を加えるものでござい

ます。また支出につきましては、今般の電気料金が値上が

りしていることに伴います予算不足分の電気料金見込み額

等を加えるものといったものでございます。 

以上、追加提出をお願いしたい議案について、その概略

を説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。ただいまの説明に対して何か

ありますか。 

 

（発言なし） 

 

執行部は退室していただいて結構です。 

 

（執行部退席） 

 

続きまして、請願について、局長説明をお願いいたしま

す。 

 

それでは、昨日までに受け付けました請願は２件ござい

ます。 

1 件目が「請第５号 学校給食に関する請願」紹介議員 花

村隆、請願者 羽島市正木町不破一色３７９、新日本婦人の

会羽島支部 柴田典子、付託委員会は民生文教委員会でござ

います。 

２件目、「請第６号 １８歳到達後の年度末までの医療費

助成制度拡充を求める請願」紹介議員 花村隆、請願者 羽

島市正木町不破一色３７９、新日本婦人の会羽島支部 柴田

典子、付託委員会は民生文教委員会でございます。 

以上が昨日までに受理しました請願でございます。請願

は初日に紹介を行った後、関係常任委員会へ付託をお願い

したいと思います。なお、今回の請願については採択され

た場合、最終日に議員発議にて上程いたします。その際に

は議会運営委員会で取り扱いを協議しますのでよろしくお

願いいたします。以上です。 

 

続きまして、陳情、要望について、局長説明願います。 

 

昨日までに受け付けました陳情、要望は０件でございま

す。 
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続きまして、議案の付託先について、局長説明願います。 

 

先ほど総務部長から説明がありました通り、当初に付議

されます案件は、専決処分の報告等が３件、条例の制定及

び一部改正が７件、指定管理者の指定が１１件、令和４年

度補正予算が１件、財産の処分が１件、市道路線の認定が

１件、合計２４件であります。このうち、承第８号、承第

９号及び議第８０号は補正予算の額に関連するということ

になりますので、この３件については、開会日に採決まで

お願いすることとなります。その後、補正予算の議第８３

号、議第８４号、議第８５号、議第８６号及び議第８７号

の５件が追加提案されますので、追加議案提出後の議案数

は２６件、そのうち報第９号は委員会付託を省略いたしま

すので、議案の付託は総務委員会に１９件、内追加は１件、

民生文教委員会は３件、内追加が２件、産業建設委員会が

３件、内追加が２件の合計２５件になります。 

 

局長から説明のあった通り付託してよろしいでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

次に、会議日程について、局長説明願います。 

 

会期は１１月３０日から１２月２３日までの２４日間、

日程については初日３０日は市長提出案件の説明、請願の

紹介、承第８号、承第９号及び議第８０号の３件について

は質疑を行い、委員会付託を省略し、討論、採決まで進め

ていただきます。その後、補正予算関係の議案が追加提出

されるので、日程に追加し、議案の説明を願い、初日は散

会となります。１２月１日から８日までは休会、１２月１

日に議案の詳細説明を行います。９日は一般質問、１０日

と１１日は休会、１２日、１３日が一般質問、１４日は休

会、１５日は議案質疑、委員会付託、本会議終了後、議員

間討議をお願いしたいと思います。１６日は総務委員会、

１７日と１８日は休会、１９日は民生文教委員会、２０日

は産業建設委員会、２１日、２２日は休会、最終日２３日

は委員会報告、質疑、討論、採決と進めていただきたいと

思います。最後に、代表質問につきましては、１２月定例

会は、１番目が自民清和会さん、１番目が自民クラブさん、
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南谷佳寛議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

原委員長 

 

 

 

 

原委員長 

 

 

議会事務局長 

 

 

 

３番目が元気・羽島クラブさん、４番目が市政自民クラブ

さん、５番目が公明党さん、６番目が正統派クラブさん、

７番目が日本共産党羽島市議団さん、８番目が自民睦友会

さんの順になりますのでよろしくお願いいたします。なお、

一般質問用紙通告書につきましては初日の午後２時までに

紙ベースで提出していただくことになっておりますが、９

月定例会に引き続き、紙の提出に併せ、極力メールにメー

ル等にてデータでも提出いただくようお願いしたいと思い

ます。議員間討議につきましては１２月１５日の議案質疑

終了後に行っていただきますが、テーマの決定を１２月１

日の議案詳細説明の後に行っていただきますので、よろし

くお願いいたします。以上です。 

 

局長から説明のあった通り進めてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのように取り計らうことといたします。１２月

定例会について、その他何かありますか。 

 

１２月定例会もまだコロナの感染拡大がたくさん見受け

られますので、下記の通り対応いたしますのでご理解をよ

ろしくお願い致します。受付での議員の健康確認シート、

議場出入り口の手指消毒、発言時を含めたマスクの着用、

議場、委員会などの換気、アクリル板の設置、傍聴者の制

限、受付での傍聴者の健康確認と非接触型体温計による検

温、説明員の出席の最小化で行いたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

ただいま議長から発言がありました取り扱いについて、

そのように取り扱うこととしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのように取り扱うことといたします。その他何

かありますか。 

 

それでは、質疑における連絡についてということで、議

案質疑や委員会での質疑の連絡期限については、それぞれ

質疑等が行われる２日前としておりますので、１５日の議

案質疑は２日前の１３日まで、１６日の総務委員会は１４
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原委員長 

 

 

豊島委員 

 

 

 

 

 

原委員長 

日の水曜日まで、１９日の民生文教委員会は１５日木曜日

まで、２０日の産業建設委員会は１６日金曜日までとなり

ますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、今定例会に提出されております指定管理案

件１１件について、指定管理者選定委員の名簿、選定委員

の主な意見等、委託契約の項目内容、指定する団体の概要

の４項目の資料提出の依頼について、昨年１２月定例会の

例に倣い、行うかどうか協議を後ほどしていただきたいと

思います。また、今のところ決定ではございませんが、ま

た追加議案がある場合については議会運営委員会を開催す

ることになりますのでよろしくお願いいたします。開催が

決まりましたらご連絡いたします。よろしくお願い致しま

す。 

続きまして初日の本会議終了後、第１委員会室において

全員協議会を開催しますのでよろしくお願いいたします。

また全日程終了後、議会だより編集に係る広報広聴委員会

を開催いたします。 

続きまして、個人情報保護法の改正が今回の議案にも出

ておりますが、併せて羽島市議会の個人情報の保護に関す

る条例の制定が必要になっております。改正法では個人情

報の保護を民間機関、公共機関に関わらず同じ根拠を持っ

て行うことを目指しておりますが、行政機関等の定義のう

ち、地方公共団体の機関から、「議会を除く」とされている

ことから、法の趣旨により個人情報保護を行うために条例

の制定を行うものでございます。条例案につきましては令

和５年３月定例会の発議に向け、素案の決定、パブリック

コメントを行う予定ですが、１２月１日の全員協議会で全

議員に説明を行い、１５日にもう一度全員協議会を開催し

ていただき、この案に対するご意見をお聞きしたいいたし

ますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

局長発言の指定管理についての意見がありましたら、お

願いいたします。 

 

局長ご提案の通り、４項目、３年前に倣ってお願いした

いと思います。そうしないと、本会議で延々と質問しない

といけないですから、よく知っていれば、そういう時間的

なことも省けると言うと失礼ですけど、事前勉強になりま

すので、局長の案に賛成です。 

 

他に何かございますか。 
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（発言なし） 

 

では、そのように取り計らうことといたします。 

その他何かありますか。 

 

（発言なし） 

 

以上で１２月定例会についての協議は終了します。 

続きまして、議会運営委員会におきまして、議会基本条

例の達成状況に関する評価点検について取りまとめてはと

考えます。別紙により全議員に記入いただいたものを取り

まとめ、３月定例会をめどに結果について全員協議会で報

告し、公表してはと考えますが、ご意見などありましたら

ご発言願います。こちらの方の議会基本条例の中にＡ３の

方の資料が入っているんですが、その中に基本条例の制定

後、初めて４年の任期を経過する見込みであることから基

本条例への理解を再形成することに合わせ、４年を通して

達成状況について自己評価点検を行うものとしますという

この趣旨によりまして、今回行ってはどうかということで

すが、ご意見ありましたらお願いいたします。 

 

賛成なんですけど、用紙を見ると、５段階評価で５から

１に丸付けて終わり、記述式とかはないんですか。隣に書

く、所見、自由記述ね。ここに書いて提出すると、全議員

が。これ名前も公表される。 

 

（「名前は出さない」と呼ぶものあり） 

 

こういう意見があったということで、ドンと載せる形と

いうことですね。わかりました。 

 

他にありますか。 

 

こちらの評価点検表の方ですけれども、こちらの事務局

案として作らさせていただきました。先ほど、３月定例会

をめどに結果をという話だったんですけれども、こちらの

様式自体がまずこういった形でいいかどうかということを

議会運営委員会の方で協議をしていただいて、１２月定例

会中に全員協議会で皆さんに説明してお配りできればとい

うふうに思っています。また、見直しの手続きの方ですけ
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議会総務課課長

補佐 

れども、こちら議会基本条例の第２４条の方にございまし

て、議会はこの条例の目的が達成されているかについて議

会運営委員会において検証し、必要に応じてこの条例の見

直し、その他適切な措置を講ずるものとしますとあります。

４年という取り決めは特に条例には書かれていないんです

けれども、このタイミングでされてはどうかということで、

委員長の方から今、ご提案の方がございます。以上です。 

 

課長からもあったように、こういう見直しはできますよ

と言いながら、往々にして何年もほったらかしというのは、

市の執行部の方の規則や条例でもいろいろありますので、

やはり見直しというのは絶対必要ですからいいことだと思

います。まずそれで大賛成です。それから、様式について

も、これは一つのたたき台ですけから先ほども出ておりま

したように、所見や自由記述のところを可能ならばもう少

し広くとってもらえたらと思っております。それが意見で

すし、最後の３点目ですけど、名前は公表しないというこ

とですが、やっぱり事務局としては、誰が出したかという、

チェックとかいろいろあると思いますから、それは信用し

ておりますから、私は名前書いて出しますけど、以上です。 

 

他にご意見ありますか。 

 

すみません、今回の検証の方法について一言補足させて

いただきたいと思いますが、とりあえずシートにつきまし

ては、全員皆さんにそれぞれ記入をいただきまして、記入

いただいたものを回収した後に、また議会運営委員会でそ

れらを集計といいますか、取りまとめを行った上で、羽島

市議会としてどうかという形にまとめてまいりますので、

先ほど、確かお尋ねありましたこのシートそのものを公表

するというわけではありませんので、その点についてまず

ご理解いただきたいというところになってまいります。よ

ろしくお願いします。 

 

 最終的には議会の同意をとることになると思うので、そ

のスケジュールはどんなスケジュールでやるのか。全協で

やるのか本会議でやるのかどうやってやるのかわかりませ

んが。 

 

今のところ３月末ごろの全員協議会のところで皆さんに

結果としてお示しをしていただいてはどうかと、これも含
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めて、またこの場での検証の中でまた協議いただくことに

なるかと思います。 

 

他にありますか。 

 

（発言なし） 

 

では今後、議会運営委員会において検証を進めていくこ

ととしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのように進めさせていただきます。 

議長さん他に何かありますか。 

 

（発言なし） 

 

これで議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労さまで

した。 

 

【閉会＝午前１０時４８分】 

 


